
＜これまでの主な経緯＞

1919年 旧都市計画法の制定

＝都市計画は大臣がすべて決定

1968年 現行都市計画法の制定

＝都市計画は地方公共団体が決定（機関委任事務）

1998年改正・1999年改正（地方分権一括法）

・地方公共団体の都市計画決定の自治事務化

・都市計画決定の権限の都道府県から市町村への大幅な移譲

・国の関与の見直し（認可から同意へ、範囲の縮小、観点の明確化）

2000年改正

・線引きの選択性への移行

・市町村による都道府県の定める都市計画の案の申出制度の創設 等
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2011年改正（第一次地域主権改革一括法）

・国の関与の見直し（範囲の縮小）

・都道府県の関与の見直し（市については、同意付き協議から協議へ）

2011年改正（第二次地域主権改革一括法）

・義務付け・枠付けの見直し等（計画策定、計画内容の義務付け等の廃止）

・都市計画決定の権限の都道府県から市町村への大幅な移譲

・建築許可等の権限の都道府県知事から市の長への移譲
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都市計画における地方分権



国土面積に占める都市計画区域と農業振興地域等の面積
（面積単位：万ha）

農業振興地域外 2,059

農用地区域 486（423）

都市計画区域 999（240）

準都市計画区域 0.03

市街化
区域
144（11）

用途
地域
41（4）

（26） （4）

（17） （3）

市街化調整区域
373（115）

非線引き白地
441（110）

（85）

（90）

線
引
き

非
線
引
き

国土面積 3,779

農業振興地域 1,720（501）

注：１ 国土面積は、「全国都道府県市区町村別面積調」（国土地理院・平成19年10月1日）

２ 数値は区域面積、（ ）内数値はその区域内の農地面積（生産緑地面積1.4万ha含む）

３ 農業振興地域、農用地区域面積及び農地面積は農水省調べ（農業振興地域土地利用統計・平成18年12月1日）

４ その他の農地面積は、第３次土地利用基盤整備基本調査（平成5年3月）を基に、都市計画年報（平成9年3月）及び国土庁の土地利用基本計画における５地域指定重複状況等の

調査（平成10年3月速報値）を用いた農水省による推計

５ 都市計画区域面積等については、国土交通省調べ（平成19年度都市計画年報）

６ 四捨五入の関係で計が合わない場合がある

７ 準都市計画区域については、国土交通省調べ（平成19年3月）（指定面積は260ha）

簡易な推計により算出した
概算値。

より精度の高い推計値に
ついて別途検討中。

※（）内はその区域内

の農地面積
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米国オレゴン州ポートランド市における土地利用図


